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学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行等について（通知）

このたび，別添のとおり 「学校教育法施行規則の一部を改正する省令 （平成１， 」
７年文部科学省令第３８号 「学校教育法施行規則の規定によらないで教育課程を），
編成することができる場合を定める件 平成１７年文部科学省告示第９８号 及び」（ ）
「教育課程に関し学校教育法施行規則の規定によらない場合における高等学校又は
中等教育学校の後期課程の全課程の修了の認定について定める件 平成１７年文部」（
科学省告示第９９号）が平成１７年７月６日に公布，同日に施行されるとともに，
「不登校児童生徒等を対象とする特別の教育課程を編成して教育を実施する学校に
関する指定要項 （文部科学大臣決定。以下「指定要項」という ）が同日に決定さ」 。
れました。

今回の改正又は制定の趣旨，内容及び留意事項は，下記のとおりですので，十分
御了知いただくようお願いします。

また，各都道府県教育委員会におかれては，所管の学校及び域内の市町村に，各
都道府県知事におかれては，所轄の学校及び学校法人に対して，このことを十分周
知されるようお願いします。

記

第１ 趣旨
今回の改正又は制定の趣旨は，不登校児童生徒等の実態に配慮した特別の

教育課程を編成する必要があると認められる場合，特定の学校において教育
課程の基準によらずに特別の教育課程を編成することができるようにするも
のであり，構造改革特別区域法（平成１４年法律第１８９号）第２条第３項
に規定する規制の特例措置である「不登校児童生徒等を対象とした学校設置
に係る教育課程弾力化事業」を，同法の定める手続によらずに実施できるこ
ととするものであること。



第２ 内容
１ 学校教育法施行規則及び告示関係

（１）学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校，中学校，高等学校
又は中等教育学校 以下 小学校等 という を欠席していると認められる（ 「 」 。）

， （ 。 。） ，児童生徒 高等学校 中等教育学校の後期課程を含む 以下同じ を退学し
その後高等学校に入学していないと認められる者又は高等学校の入学資格を
有するが，高等学校に入学していないと認められる者（以下「不登校児童生
徒等 という を対象として その実態に配慮した特別の教育課程を編成し」 。） ，
て教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合，教育課程の基準
によらずに特別の教育課程を編成して教育を実施することができることとす
ること 学校教育法施行規則 昭和２２年文部省令第１１号 以下 施行規。（ （ 。 「
則」という ）第２６条の３，第５７条の４関係）。

（２）教育課程の基準によらないで教育課程を編成することができる場合は，文
部科学大臣が，不登校児童生徒等の実態に配慮した特別の教育課程を編成し
て教育を実施する必要があると認めて小学校等を指定する場合とすること。
（文部科学省告示第９８号関係）

（３）施行規則第６３条の２ただし書の規定に基づき，教育課程に関し同令の規
定によらない場合における高等学校の全課程の修了の認定について，特別の
教育課程を編成して教育を実施する高等学校の指定に係る実施計画に従った
教科若しくは科目又はこれらに準ずるものを履修し又は習得した生徒につい
て行うものとすること （文部科学省告示第９９号関係）。

（４）その他所要の規定の整備を行うこと。

２ 指定要項関係
不登校児童生徒等を対象とする特別の教育課程を編成して教育を実施する

小学校等に関し，以下の項目について指定要項において定めること。
① 趣旨
② 小学校等の指定
③ 実施
④ 報告の依頼等
⑤ 実施計画の変更
⑥ 文部科学大臣の是正措置等
⑦ 経過措置（指定要項の決定の際現に構造改革特別区域法第４条第８項の

規定による内閣総理大臣の認定を受けて特別の教育課程を編成して教育を
実施している小学校等に係る経過措置 ）。

第３ 留意事項
１ 児童生徒について，不登校状態であるか否かは，小学校又は中学校におけ

る不登校児童生徒に関する文部科学省の調査で示された年間３０日以上の欠
席という定義が一つの参考となり得ると考えられるが，その判断は小学校等
又はその管理機関が行うこととし，例えば，断続的な不登校や不登校の傾向
が見られる児童生徒も対象となり得るものであること。

他方，不登校児童生徒等以外の児童生徒については，特別の教育課程の対
象にはなり得ないこと。

２ 特別の教育課程とは，憲法，教育基本法の理念を踏まえ，学校教育法に定
める学校教育の目標の達成に努めつつ，施行規則の定めにかかわらず編成さ
れる教育課程であること。



３ 特別の教育課程を実施するにあたっては，不登校児童生徒等の実態に配慮
し，例えば不登校児童生徒等の学習状況にあわせた少人数指導や習熟度別指
導 個々の児童生徒の実態に即した支援 家庭訪問や保護者への支援等 学， （ ），
校外の学習プログラムの積極的な活用など指導上の工夫をすることが望まし
いこと。

４（１）市町村が新たに設置する高等学校若しくは中等教育学校又は学校法人
が新たに設置する小学校，中学校，高等学校若しくは中等教育学校にお
いて特別の教育課程を編成して教育を実施することを希望する場合，当
該学校の設置認可の前に，特別の教育課程を編成して教育を実施する必
要がある学校として指定を受ける必要があること。

（２）市町村が新たに設置する高等学校若しくは中等教育学校又は学校法人
が新たに設置する小学校，中学校，高等学校若しくは中等教育学校につ
いて，文部科学大臣が指定をした際には，文部科学省はその旨を速やか
に，当該学校の設置認可権者（市町村立の高等学校又は中等教育学校に
ついては都道府県教育委員会，私立の小学校，中学校，高等学校又は中
等教育学校については都道府県知事）に対して通知することとしている
ので，その旨留意すること。

５ 指定を受けた小学校等については，文部科学省ホームページにおいて公表
するものであること。



本件は、特区８０３ （８１８） 「不登校児童生徒等を対象とした学校
設置に係る教育課程弾力化事業」を閣議決定（平成１６年１２月１０
日）に基づき全国化するもの。

不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成する必要が
あると認められる場合、特定の学校において教育課程の基準によら
ずに特別の教育課程を編成することができる。

小・中学生の不登校児童生徒数（３０日以上欠席者）は全国で約１２
万３千人（平成１６年度）
⇒不登校の要因・背景の多様化・複雑化。

不登校児童生徒を対象とした学校に係る教育課程の特例に
ついて

背景

対応案

備考

※〔 〕内は改正・制定する法令等

○学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校、中学校、高等学校
を欠席していると認められる児童生徒（注）を専ら対象として、その実態に
配慮した特別の教育課程の編成を認める。
〔学校教育法施行規則〕
（注）高等学校の生徒については、中退者又は相当の期間高等学校に入学しなかった者

を含む。

○特別の教育課程を編成することを希望する学校を設置する地方自治体の教
育委員会、国立大学法人、学校法人が文部科学大臣に申請書を提出。

文部科学大臣は、申請内容を審査し、学校教育法等の観点から支障がない
と認めれるときは当該学校を指定。
〔告示及び指定要項〕

具体的な仕組の概要

不登校の実態に基づいた対策が求められる。



 

 

 

「不登校児童生徒を対象とする学校に係る教育課程の弾力化」について 

 

 

以下の学校において，不登校児童生徒を対象として，その実態に配慮した特別の教育課程

を編成している 

 

学校名 管理機関 所在地 事業の概要 

八王子市立高尾

山学園小学部・

中学部 

八王子市教

育委員会 

八 王 子 市 館 町

1097-30 

不登校児童生徒のための市立小中一貫

校。学年を超えた習熟度別ステップ学習

や小学校１・２年次における「総合的な

学習の時間」の導入、多様な体験活動な

どを行う。 

京都市立洛風中

学校 

京都市教育

委員会 

京都市中京区姉小

路通東洞院東入曇

華院前町 706-3 

不登校生徒のための市立中学校。実社会

と直結した実践的な体験活動や京都の特

性を活かした文化・芸術・ものづくり活動な

どを行う。 

｢ぎふ・学びの部

屋」 

(岐 阜 市 立 陽 南

中学校分教室) 

岐阜市教育

委員会 

岐阜市清水町 4 丁

目中央公民館分館

2 階 

不登校生徒の学校復帰を支援するため、

「ぎふ・学びの部屋」を設置し、学年を超えた

少人数での習熟度別指導や集団生活へ適

応するための指導などを行う。 

学 科 指 導 教 室

「ＡＳＵ」 

大和郡山市

教育委員会 

大和郡山市北郡山

町 248-4 

不登校児童生徒の学習の場として、学科

指導教室「ASU」を設置し、学年を超えた

習熟度別指導、児童生徒の興味・関心に

応じた多様な体験活動などを行う。 

湘南ライナス学

園 

学校法人湘

南ライナス

学園 

神奈川県小田原市

風祭  487-1 
LD（学習障害）、ADHD（注意欠陥多動性障

害）等による不登校児童生徒を対象とし

て小中高一貫校を設立し、教育・心理・

医療・福祉等の専門家の参加により、個々

の児童生徒のニーズ・特性に応じた個別

指導計画に基づく教育を行う。 

星槎中学校 

 

学校法人国

際学園 

横浜市緑区十日市

場町 1726-4 

不登校生徒に対し、個別指導計画を作成

し、習熟度別クラス編成や体験学習等の

導入を行うとともに、授業時数を増やし

て指導を行う。 

鹿児島城西高等

学校 普通科（ド

リームコース）  

学校法人日

章学園 

鹿児島県日置市伊

集院町清藤 1938 番

地 

「産業社会と人間」，「進路研究（自己

理解）」等を学校設定科目として設け，

不登校状態がそれぞれ異なる個々の生徒

に，きめ細かな指導と弾力性を持った教

育を提供する。 

※平成１８年４月に開設予定 
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